
１２ 

日
本
は
も
と
よ
り
世
界
中
で
人
権
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
を
呼
び

（
１
）
 

か
け
た
「
大
阪
宣
一
一
一
一
百
」
を
採
択
し
た
。

こ
の
会
議
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
人
権
教
育
の
た
め
の
国

連
一
○
年
（
一
九
九
五
～
二
○
○
四
年
）
」
（
以
下
「
人
権
教
育
の

一
○
年
」
と
略
）
の
前
期
五
ヵ
年
が
終
了
し
、
後
期
五
ヵ
年
が
は

じ
ま
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
前
期
五
ヵ
年
を
振
り
返
り
、
こ
の
間

の
成
果
と
後
期
五
ヵ
年
に
む
け
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

重
要
な
意
義
が
あ
る
。
そ
の
前
に
、
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
が
な

ぜ
提
起
さ
れ
て
き
た
か
、
何
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
を
再
確
認

し
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
だ
ま

特
集一
九
九
八
年
一
一
月
、
私
た
ち
は
、
世
界
人
権
宣
言
五
○
周
圧

に
ち
な
ん
で
、
ア
ジ
ア
。
太
平
洋
人
権
教
育
国
際
会
議
を
開
催
し

は
じ
め
に

後
期
五
ヵ
年
の
課
題

「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
一
○
年
」
前
期
五
ヵ
年
の
総
括
と

世
界
人
権
宣
言
五
○
周
年

、

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
は
、
一
九
九
四
年
一
二
月
、
第
四
九

回
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
、
「
人
権
教
育
の
一
○

年
」
が
提
起
さ
れ
た
決
定
的
な
理
由
は
、
冷
戦
後
の
世
界
で
多
発

す
る
民
族
紛
争
に
象
徴
さ
れ
る
危
険
な
世
界
の
人
権
状
況
を
克
服

し
、
平
和
で
豊
か
な
一
二
世
紀
を
創
造
し
て
い
く
た
め
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
が
国
連
総
会
で
決
議
さ
れ

た
年
の
前
年
、
ユ
ネ
ス
コ
が
採
択
し
た
「
人
権
と
民
主
主
義
の
た

め
の
教
育
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
」
の
一
節
に
次
の
よ
う
な
指

摘
が
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。

「
確
か
に
冷
戦
は
終
結
し
、
い
く
つ
か
の
壁
は
壊
さ
れ
、
独
裁

だ
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
そ
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。

か
？
。

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
が
な
ぜ
提
起
さ
れ
た
の

友
永
健
三
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者
た
ち
は
打
倒
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
○
世
紀
最
後
の
一
○
年
は
、

民
族
主
義
の
台
頭
、
人
種
差
別
主
義
、
外
国
人
排
斥
、
性
差
別
、

宗
教
的
非
寛
容
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
き
わ
め
て
重
大
な
人

権
侵
害
の
再
現
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
再
現
は
、
女

性
に
対
す
る
組
織
的
レ
イ
プ
を
含
む
民
族
浄
化
、
搾
取
、
子
ど
も

の
遺
棄
や
虐
待
、
外
国
人
、
難
民
、
強
制
的
移
住
者
、
少
数
民
族
、

先
住
民
そ
の
他
の
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
集
団
的
暴
力
と
い
う
も

っ
と
も
恐
る
べ
き
形
態
に
発
展
し
て
い
る
」
（
中
略
）
「
上
述
し
た

民
族
主
義
の
台
頭
と
非
寛
容
は
、
武
力
紛
争
の
勃
発
と
そ
れ
に
伴

う
人
権
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
将
来
を
見
通
し
た
特
別
の
教
育
戦

略
を
必
要
と
し
て
い
る
。
も
は
や
漸
進
的
な
変
化
だ
け
で
は
十
分

で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
民
主
的
価
値
を
育
み
、
民
主
化
へ

の
意
欲
を
支
え
、
人
権
と
民
主
主
義
に
基
づ
く
社
会
変
革
を
促
進

（？】）

さ
せ
る
教
育
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

人
権
教
育
は
、
き
わ
め
て
広
い
概
念
で
あ
る
。
で
は
、
「
人
権
教

育
の
一
○
年
」
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
総
会
決
議
と
国
連
事
務
総
長
が
総
会
に
示
し
た
行
動
計

画
の
中
と
、
二
つ
の
文
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
角
度
か
ら
定
義

（
３
）
 

が
な
さ
れ
て
い
る
。

(土
７ 
口

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の
提
起
す
る
人
権
教
育
と

人
権
教
育
が
め
ざ
す
も
の
と
し
て
は
、
以
下
の
五
点
が
、
国
連

事
務
総
長
が
提
起
し
た
行
動
計
画
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。 ま
ず
総
会
決
議
の
定
義
で
は
「
た
ん
な
る
情
報
提
供
に
と
ど
ま

ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
発
達
段
階
の
人
々
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
の
人
々

が
、
他
の
人
々
の
尊
厳
に
つ
い
て
学
び
、
ま
た
そ
の
尊
厳
を
あ
ら

ゆ
る
社
会
で
確
立
す
る
た
め
の
方
法
と
手
段
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め

の
生
涯
に
わ
た
る
総
合
的
な
過
程
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
人
権
教
育
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
機
会

に
人
間
の
尊
厳
を
社
会
で
確
立
す
る
た
め
に
、
そ
の
方
法
と
手
段

を
学
ぶ
生
涯
に
わ
た
る
過
程
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
行
動
計
画
の
中
で
は
「
教
育
。
研
修
。
宣
伝
、
情
報
提

供
を
通
じ
て
、
知
識
や
技
能
を
伝
え
、
態
度
を
育
む
こ
と
に
よ
り
、

人
権
文
化
を
世
界
中
に
築
く
取
り
組
み
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
定
義
に
よ
っ
て
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、

「
人
権
文
化
」
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま

り
、
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
権

が
曰
常
生
活
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
状
態
、
文
化
に
な
る
状
態

を
世
界
中
に
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
が
め
ざ
す
も
の



１４ 

①
世
界
人
権
宣
言
や
国
際
人
権
規
約
な
ど
国
際
人
権
基
準
の
普

及
・
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
。

②
被
差
別
の
立
場
に
あ
る
人
び
と
の
人
権
を
重
点
課
題
と
す
る
こ

と
（
識
字
を
含
む
）
。

③
人
権
教
育
を
実
施
す
る
対
象
と
し
て
、
教
員
、
公
務
員
、
畝
一
一
一
皀
察

官
、
検
察
官
、
裁
判
官
、
弁
護
士
、
軍
人
、
企
業
経
営
者
、
福

祉
関
係
者
、
医
療
関
係
者
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
な
ど
を
車

①
人
権
と
基
本
的
自
由
の
尊
重
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。

②
個
性
を
全
面
的
に
開
花
さ
せ
、
人
間
の
尊
厳
を
大
切
に
す
る
心

を
十
分
育
て
る
こ
と
。

③
す
べ
て
の
国
民
、
先
住
民
お
よ
び
人
種
・
民
族
。
エ
ス
ー
ー
ッ
ク
・

宗
教
・
言
語
集
団
間
の
相
互
理
解
と
寛
容
、
性
的
平
等
お
よ
び

友
好
関
係
を
促
進
す
る
こ
と
。

④
す
べ
て
の
個
人
が
自
由
な
社
会
に
効
果
的
に
参
加
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。

⑤
平
和
を
守
る
た
め
の
国
連
の
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
。

介
す
る
。

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
を
推
進
し
て
い
く
七
つ
の

柱

国
連
事
務
総
長
の
提
起
し
た
行
動
計
画
は
、
九
九
項
目
あ
る
が
、

人
権
教
育
を
推
進
し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
も
の
を
以
下
七
点
紹

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
は
、
国
連
や
ユ
ネ
ス
コ
な
ど
の
国
際

機
関
、
ア
ジ
ア
。
太
平
洋
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
地
域
、
世

界
各
国
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
国
連
で
は
各
国
の
取
り
組
み
を
奨
励
す
る
た
め
の

文
書
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
各
国
の
取
り
組
み
の
集
約
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
国
連
独
自
に
警
察
官
や
教
員
な
ど
人
権
と
の
関

評
価
し
、
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

⑦
国
際
、
国
際
地
域
、
国
、
地
方
自
治
体
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ

ル
で
取
り
組
む
こ
と
。

視
す
る
こ
と
。

④
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
職
場
研
修
、
家
庭
教
育
、
生
涯
学
習

を
通
し
て
人
権
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
。

⑤
人
権
教
育
を
効
果
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
手
法
（
参
加
、

体
験
型
な
ど
）
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
材
な
ど
の
開
発
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
。

⑥
各
方
面
で
人
権
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
、
’
○
ヵ
年
の
行

動
計
画
（
二
○
○
○
年
を
中
間
年
と
す
る
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

ま
た
、
こ
の
計
画
を
推
進
す
る
た
め
の
推
進
体
制
を
整
備
し
、

予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。
定
期
的
に
行
動
計
画
の
実
施
状
況
を

国
連
や
各
国
の
取
り
組
み
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わ
り
の
深
い
特
定
職
業
従
事
者
む
け
の
人
権
教
育
の
た
め
の
テ
キ

（
４
）
 

ス
ト
を
作
成
し
て
い
る
。

ユ
ネ
ス
コ
も
、
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
五
○
周
年
に
む
け
て
、
『
世
界
人

権
宣
言
っ
て
な
に
？
第
三
版
』
を
発
刊
し
た
り
、
一
九
九
五
年
九

月
に
開
催
さ
れ
た
第
二
八
回
総
会
で
は
、
「
平
和
・
人
権
。
民
主
主（５）
 

菫
我
教
育
に
関
す
る
総
合
的
行
動
要
項
」
を
採
択
し
た
り
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
。
太
平
洋
地
域
な
ど
に
お
い
て
も
、
人
権
教
育
を
推
進

す
る
た
め
の
各
種
会
合
が
開
催
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン
タ
ー
（
ヒ
ュ
ー
ラ
イ
ッ
大
阪
）

は
ハ
こ
の
地
域
に
お
け
る
学
校
教
育
の
中
で
人
権
教
育
を
推
進
し

て
い
く
た
め
の
会
合
を
積
み
上
げ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
九
八
年
二
月

に
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
教
育
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
て

（
６
）
 

い
る
。

各
国
の
取
り
組
み
と
し
て
、
国
連
は
、
九
九
年
一
一
月
時
点
の

集
約
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
地
域
一
四
ヵ
国
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地

域
一
○
ヵ
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
二
七
ヵ
国
、
米
州
地
域
一
三
ヵ

国
、
合
計
六
四
ヵ
国
の
取
り
組
み
状
況
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の

中
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
取
り
組
み
と
し
て
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
と

（
７
）
 

フ
ラ
ン
ス
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
権
委
員
会
が
包
括
的
な

行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
と
こ
の
関
連
す

る
省
庁
の
代
表
を
含
む
国
家
人
権
諮
問
委
員
会
と
に
よ
っ
て
、
「
人

権
教
育
の
一
○
年
」
国
内
委
員
会
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
国
内
委
員
会
は
、
人
権
教
育
の
分
野
に
お
け
る
過
去
・
現
在

の
活
動
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
人
権
教
育
の
必

要
性
の
査
定
、
人
権
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
行
動
計
画
の

策
定
を
任
務
と
し
て
い
る
。
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
①
初

等
・
中
等
学
校
、
②
大
学
と
高
等
教
育
、
③
警
察
、
軍
隊
、
裁
判

官
、
教
員
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
い
く
つ
か
の
専
門
家
集

団
を
含
む
成
人
教
育
、
④
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
団
体
、
労
働
組
合
、
の
四
つ

の
作
業
部
会
が
、
国
内
委
員
会
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

九
六
年
二
月
に
は
、
国
立
人
権
情
報
・
ト
レ
ー
ー
ー
ン
グ
セ
ン
タ

ー
が
発
足
し
て
い
る
。

以
上
紹
介
し
た
よ
う
に
、
国
連
や
ユ
ネ
ス
ュ
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
地
域
、
さ
ら
に
は
各
国
に
お
け
る
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に

ち
な
ん
だ
取
り
組
み
は
、
じ
ょ
じ
ょ
に
広
が
り
を
見
せ
て
き
て
い

る
が
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
深
刻
な

－
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
支
部
な
ど
各
方
面
の
参
画
を
得
た

全
国
的
な
集
会
が
も
た
れ
、
国
内
行
動
計
画
の
充
実
が
討
議
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
一
九
九
八
年
か
ら
二
○
○

七
年
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
権
教
育
一
○
年
の
期
間
と
定
め
ら
れ
て
い

る
０ 



1６ 

世
界
の
人
権
状
況
を
直
視
し
た
と
き
、
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に

関
す
る
取
り
組
み
を
も
っ
と
優
先
度
の
高
い
も
の
と
し
、
全
世
界

（
８
）
 

で
真
剣
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
を
世
界
中
で
実
施
し
て
い
く
た
め
、

国
連
は
、
各
国
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
に
も
っ
と
も
大
き
な
期
待

を
か
け
て
い
る
。
そ
の
点
、
曰
本
は
、
相
対
的
に
よ
く
取
り
組
ん

で
い
る
国
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
政
府
は
、
一
九
九
五
年
一
二
月
一
五
曰
の
閣
議
決
定
で
、

「
人
潅
教
育
の
一
○
年
一
国
内
推
進
本
部
を
設
置
し
た
。
推
進
本

法
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
文
部
大
臣
、
総
務
庁
長
官
が
就
任
し
、

本
部
員
は
、
全
府
省
庁
の
事
務
次
官
ク
ラ
ス
一
三
名
が
担
当
。
事

務
局
は
、
内
閣
官
房
内
政
審
議
室
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

九
七
年
七
月
四
日
、
国
内
行
動
計
画
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

前
年
の
二
一
月
に
「
中
間
報
告
」
が
公
表
さ
れ
、
各
方
面
か
ら
の

提
起
を
う
け
若
干
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
内
行
動
計
画
は
、

①
基
本
的
考
え
方
、
②
あ
ら
ゆ
る
場
を
通
じ
た
人
権
教
育
の
推
進
、

③
重
要
課
題
へ
の
対
応
、
④
国
際
協
力
の
推
進
、
⑤
計
画
の
推
進
、

（
９
）
 

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
国
内
推
進
本
部
を
設
置
し
た
。
推
進
一

部
長
は
内
閣
総
理
大
臣
で
、
副
本
部
長
に
は
、
内
閣
官
房
長
官
、

日
本
政
府
の
取
り
組
み

こ
の
内
、
②
の
あ
ら
ゆ
る
場
を
通
じ
た
人
権
教
育
の
推
進
で
は
、

「
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
企
業
そ
の
他
一
般
社
会
、
特
定
の
職

業
に
従
事
す
る
も
の
に
対
す
る
人
権
教
育
」
に
取
り
組
む
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
特
定
の
職
業
に
従
事
す
る
者
の
中
に
は
、
｜
‐
検
察
職
員
、
教

員
、
社
会
教
育
関
係
職
員
、
医
療
関
係
者
、
福
祉
関
係
職
員
、
鐘
言

察
職
員
、
自
衛
官
、
公
務
員
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
」
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
る
。

③
の
重
要
課
題
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
「
女
性
、
子
ど
も
、
高
齢

者
、
障
害
者
、
同
和
問
題
、
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
、
外
国
人
、
Ｈ
Ｉ

Ｖ
感
染
者
等
、
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
」
が
具
体
的
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
。

推
進
本
部
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
、
国
内
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ

た
こ
と
は
、
前
半
の
取
り
組
み
の
成
果
だ
が
、
問
題
点
と
し
て
は
、

以
下
の
諸
点
が
あ
る
。

①
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
推
進
の
た
め
の
独
自
の
予
算
が
組

ま
れ
て
い
な
い
。
と
く
に
政
府
広
報
予
算
を
使
っ
た
、
テ
レ

ビ
や
新
聞
、
週
刊
誌
な
ど
に
よ
る
宣
伝
が
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
地
方
自
治
体
や
、
民
間
団
体
の
取
り
組
み
を
積
極
的

政
府
の
取
剛
組
み
の
課
題
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（
川
）

に
支
援
す
る
た
め
の
予
算
が
組
能
ま
れ
て
い
な
い
。

②
行
動
計
画
の
な
か
で
、
人
権
教
育
を
推
進
し
て
い
く
対
象
と

し
て
、
各
級
議
員
、
裁
判
官
や
弁
護
士
、
宗
教
関
係
者
が
欠

落
し
て
い
る
。

③
特
定
職
業
従
事
者
に
対
す
る
人
権
教
育
の
推
進
は
、
注
目
さ

れ
る
項
目
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
テ
キ
ス

ト
の
作
成
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
体
系
的
な
取
り
組
み
は

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

④
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
推
進
本
部
事
務
局
が
内
閣
官
房
内

政
審
議
室
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
の
担
当
者
は
わ
ず

か
二
名
で
、
そ
れ
も
兼
務
職
員
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
だ
め
で
、

少
な
く
と
も
二
○
名
程
度
専
従
職
員
を
配
置
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
国
内
行
動
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
分
野
を
代
表
す
る
人
び
と
の
参
画
を
え
た
国
内
推

進
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
（
財
）
人
権
教

育
啓
発
セ
ン
タ
ー
に
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
積
極
的
な
参
画
を
え
る

と
と
も
に
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
情
報
収
集
の
充
実
な
ど
を

は
か
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
全
省
庁
の
施
策
の
中
に
人
権
の
視
点
を
貫
く
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
生
涯
学
習
の
基
本
に

人
権
教
育
の
推
進
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の
目
的
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
人

権
文
化
の
構
築
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
地
方

自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
大
多
数
の
人
び
と
が
曰
常
生
活
し
て
い
る
場
は
、
地
方
自

の
一
環
と
し
て
、
二
○
○
二
年
四
月
よ
り
導
入
さ
れ
る
総
合

的
な
学
習
の
時
間
に
、
人
権
教
育
の
推
進
を
明
確
に
位
置
づ

け
る
必
要
が
あ
る
。

⑥
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
を
本
格
的
に
推
進
し
て
い
く
と
と

も
に
、
人
権
教
育
・
啓
発
を
本
格
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め

の
法
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
昨
年
七
月
二
九

日
、
人
権
擁
護
推
進
審
議
会
か
ら
今
後
の
人
権
教
育
・
啓
発

に
関
す
る
答
申
が
出
さ
れ
た
が
、
行
財
政
的
措
置
の
必
要
性

の
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
法
的
措
置
の
必
要
性
ま
で
踏
み
込
ま

な
か
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
国
会
レ
ベ
ル

（
Ⅱ
）
 

で
の
審
睾
戯
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
上
記
の
諸
課
題
を
、
国
内
行
動
計
画
の
見
直
し
の
中
で
盛
り

込
ん
で
い
く
こ
と
。
こ
の
た
め
、
こ
の
間
の
成
果
と
問
題
点

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
実
態
調
査
を
早
急
に
実
施
す
る
必

（
皿
）

要
が
あ
る
。

地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
の
成
果
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治
体
レ
ベ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
で
も
、
こ
の
間
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
一
定
の
成
果
が

上
が
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
四
七
都
道
府
県
中
、
知
事
な
り

副
知
事
を
本
部
長
に
、
全
部
長
を
網
羅
し
た
推
進
本
部
が
設
置
さ

れ
、
行
動
計
画
も
策
定
さ
れ
て
い
る
府
県
が
一
九
（
長
野
、
静
岡
、

三
重
、
滋
賀
、
京
都
、
奈
良
、
和
歌
山
、
大
阪
、
鳥
取
、
徳
島
、

香
川
、
高
知
、
福
岡
、
大
分
、
長
崎
、
佐
賀
、
熊
本
、
宮
崎
、
鹿

児
島
）
に
達
し
て
い
る
。
（
資
料
①
）

行
動
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
、
学
識
経
験
者
な
ど
広
く
府
県
民

の
参
画
を
得
た
懇
話
会
な
ど
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
が
多
数
で
あ

る
。
ま
た
、
行
動
計
画
に
も
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
奈
良
県
の
行
動
計
画
の
場
合
、
①
は
じ
め
に
、
②
基
本
的
な

考
え
方
、
③
奈
良
県
の
人
権
に
関
す
る
教
育
・
啓
発
の
状
況
、
④

人
権
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
、
⑤
あ
ら
ゆ
る
場
を

通
じ
た
人
権
教
育
の
推
進
、
⑥
重
要
課
題
へ
の
対
応
、
⑦
国
際
協

力
の
推
進
、
⑧
行
動
計
画
の
推
進
、
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
④
の
人
権
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
で
は
、

「
学
習
環
境
の
整
備
、
人
材
の
養
成
、
学
習
方
法
の
整
備
、
効
果

的
な
啓
発
手
法
。
情
報
提
供
の
実
施
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
、

国
、
市
町
村
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
、
民
間
団
体
、
企
業
等

（
旧
）

と
の
連
携
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
府
県
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
も
推

地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
今
後
の
取
り
組
み
の
課
題
と
し
て

は
、
以
下
の
諸
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
北
海
道
か
ら
沖
縄
県
ま
で
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
推
進
本
部

を
設
置
し
、
行
動
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
す
べ
て
の

市
区
町
村
で
も
同
様
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

②
す
で
に
、
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
た
自
治
体
で
は
、
そ
の
普
及
。

宣
伝
と
具
体
化
が
求
め
ら
れ
る
。
と
く
に
、
リ
ー
ダ
ー
（
フ
ァ

シ
リ
テ
イ
タ
ー
）
の
養
成
、
教
材
や
手
法
、
さ
ら
に
は
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
。

③
人
権
教
育
に
関
す
る
教
材
や
人
材
、
さ
ら
に
は
各
種
デ
ー
タ
を

集
め
た
セ
ン
タ
ー
を
各
地
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、

進
本
部
を
設
置
し
、
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な

く
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
阪
で
は
、
大
阪
府
・
市
の
み
で
な
く
、

す
べ
て
の
市
町
村
で
推
進
本
部
が
設
置
さ
れ
、
お
よ
そ
半
数
の
市

町
村
で
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
（
資
料
②
）

こ
の
他
、
部
落
差
別
撤
廃
。
人
権
擁
護
条
例
な
ど
を
制
定
し
、

そ
の
条
文
の
中
に
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
推
進
を
盛
り
込
ん
で
い

る
自
治
体
も
少
な
く
な
い
。
（
一
九
九
九
年
一
○
月
一
二
曰
現
在
、

（
Ｍ
）
 

こ
う
し
た
条
例
を
制
定
し
て
い
る
自
治
体
は
六
○
一
）

地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
の
課
題



｢人権教育のための国連１０年」前期５ヵ年の総括と後期５ヵ年の課題1９ 

近
年
企
業
に
お
い
て
も
、
同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
問

題
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
修
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ

の
取
り
組
み
は
一
部
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
し
、
｜
昨
年
六

月
大
阪
で
発
覚
し
た
「
差
別
身
元
調
査
事
件
」
の
深
刻
な
実
態
や
、

三
重
県
や
福
岡
県
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
際
新

た
に
人
権
セ
ン
タ
ー
を
整
備
す
る
方
法
も
あ
る
し
、
既
存
の
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
や
公
民
館
、
さ
ら
に
は
隣
保
館
な
ど
を
拡
充

整
備
す
る
方
法
も
あ
る
。

④
人
権
教
育
・
啓
発
に
取
り
組
む
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
積
極
的
に

支
援
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

⑤
さ
ら
に
、
人
権
の
視
点
か
ら
す
べ
て
の
行
政
施
策
を
点
検
し
、

日
常
実
施
さ
れ
て
い
る
行
政
施
策
に
人
権
の
視
点
を
貫
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

⑥
比
較
的
早
い
時
期
に
地
方
自
治
体
と
し
て
行
動
計
画
を
策
定
し

た
と
こ
ろ
で
は
、
実
施
状
況
の
評
価
と
行
動
計
画
の
見
直
し
を

行
い
充
実
を
図
る
こ
と
。

⑦
人
権
教
育
。
啓
発
の
推
進
を
重
要
な
柱
に
盛
り
込
ん
だ
人
権
尊

重
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
条
例
を
す
べ
て
の

地
方
自
治
体
で
制
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

企
業
に
お
け
る
取
り
組
み

⑥
企
業
内
で
本
格
的
な
人
権
研
修
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
体
制

の
確
立
と
予
算
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑦
さ
ら
に
、
人
権
の
視
点
か
ら
企
業
活
動
の
す
べ
て
を
点
検
し
、

人
権
尊
重
を
基
本
と
し
た
企
業
に
つ
く
り
か
え
て
い
く
必
要
が

人
命
よ
り
も
企
業
の
利
益
を
優
先
す
る
商
工
ロ
ー
ン
関
係
企
業
の

問
題
な
ど
を
直
視
す
る
と
き
、
企
業
に
お
い
て
も
「
人
権
教
育
の

（
胴
）

一
○
年
」
に
ち
な
ん
だ
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
点
で
、
求
め
ら
れ
て
い
る
課
題
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

①
企
業
研
修
の
テ
ー
マ
に
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
を
盛
り
込
む

必
要
が
あ
る
。

②
企
業
研
修
の
中
に
、
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
や
国
際
人
権
規
約
、
女
性

差
別
撤
廃
条
約
や
人
種
差
別
撤
廃
条
約
を
位
置
づ
け
、
企
業
内

（
肥
）

で
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

③
企
業
研
修
の
テ
ー
マ
に
、
部
落
差
別
の
撤
廃
は
も
と
よ
り
、
女

性
、
障
害
者
、
在
日
外
国
人
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
な
ど
あ
ら
ゆ
る

差
別
を
撤
廃
し
て
い
く
た
め
の
課
題
を
位
置
づ
け
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

④
社
長
を
は
じ
め
企
業
関
係
者
全
体
に
対
す
る
研
修
を
実
施
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

⑤
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の
後
期
五
ヵ
年
の
ス
タ
ー
ト
に
ち
な

「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の
後
期
五
ヵ
年
の
ス
タ
ー
ト
に
ち
な

ん
で
、
企
業
研
修
に
つ
い
て
も
五
ヵ
年
計
画
を
策
定
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
。
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学
校
に
お
い
て
も
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に
ち
な
ん
だ
取
り

組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
の
同
和
教
育
の

成
果
を
ふ
ま
え
人
権
教
育
へ
と
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
中

の
重
要
課
題
と
し
て
同
和
教
育
を
充
実
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
す
で
に
、
こ
の
観
点
か
ら
各
地
で
、
独
自
の
教
材
や

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
、
さ
ら
に
人
権
教
育
基
本
方
針
の
策
定
が

は
じ
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、
人
権
。
同
和
教
育
を
充
実
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
児
童
虐
待
の
深
刻
な
実
態
、
い
じ
め

や
「
学
級
崩
壊
」
の
実
態
、
教
員
に
よ
る
児
童
。
生
徒
に
対
す
る

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
実
態
な
ど
を
克
服
し
て
い
く
取

り
組
み
と
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
後
期
五
ヵ
年
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
り
、
学
校
に
お
け
る

今
後
の
取
り
組
み
と
し
て
、
以
下
の
諸
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

①
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
な

ど
、
す
べ
て
の
学
校
で
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
を
周
知
徹
底

①
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学

ど
、
す
べ
て
の
学
校
で
「

し
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が

②
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
、
国
際
人
権
規
約
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
な
ど

を
す
べ
て
の
保
育
所
や
学
校
で
、
保
育
士
や
教
職
員
は
も
と
ょ

あ
る
。学
校
に
お
け
る
取
り
組
み

必
要
で
あ
る
。

③
す
べ
て
の
学
校
で
、
人
権
教
育
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
明
確

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
二
○
○
二
年

四
月
よ
り
導
入
さ
れ
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
重
点
テ

１
マ
に
、
人
権
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

④
保
育
士
、
教
職
員
、
保
護
者
な
ど
に
対
す
る
人
権
研
修
を
充
実

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
、
各
方
面
で
の

人
権
教
育
の
中
心
的
な
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す
る
と
と
も
に
、
人

権
教
育
の
在
り
方
を
究
明
し
て
い
く
た
め
の
「
国
際
人
権
大
学

院
大
学
（
仮
称
と
を
設
置
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

⑤
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
手
法
、
テ

キ
ス
ト
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
。

⑥
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
が

「
協
働
」
し
て
教
育
、
子
育
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ー
テ
ィ
づ
く
り
を
進

め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑦
い
じ
め
、
不
登
校
、
「
学
級
崩
壊
」
な
ど
、
今
曰
的
な
教
育
課
題

に
こ
た
え
る
た
め
、
人
権
文
化
に
根
ざ
し
た
学
校
改
革
、
教
育

改
革
が
求
め
ら
れ
る
。

Ｄ
、
児
童
、
生
徒
、
学
生
、
保
護
者
に
も
普
及
宣
伝
し
、
実
現

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。



｢人権教育のための国連１０年」前期５ヵ年の総括と後期５ヵ年の課題2１ 

そ
の
お
か
れ
て
い
る
位
置
か
ら
し
て
、
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」

に
ち
な
ん
だ
取
り
組
み
が
と
く
に
求
め
ら
れ
て
い
る
分
野
で
、
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
な
い
分
野
に

つ
い
て
、
若
干
ふ
れ
て
お
く
。

そ
の
第
一
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
で
あ
る
。
国
連
は
も
と

よ
り
、
政
府
や
地
方
自
治
体
の
行
動
計
画
の
な
か
で
、
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
関
係
者
の
人
権
教
育
の
推
進
に
対
す
る
大
き
な
期
待
が
表
明

さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
み
る
べ
き
取

り
組
み
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
、
さ
ら
に
は
週
刊
誌
な
ど
の
報
道
に
よ
っ

て
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
事
態
が
増
大
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
機
会
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
の
中
で
人
権
教
育
を
推

進
し
て
い
く
た
め
の
体
制
を
確
立
し
、
系
統
的
な
研
修
を
実
施
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に

関
す
る
大
々
的
な
報
道
や
、
人
権
の
視
点
を
踏
ま
え
た
番
組
や
紙

面
づ
く
り
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
宗
教
関
係
者
の
中
で
の
人
権
教
育
も
き
わ
め
て
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
は
人
び

と
の
生
活
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の

今
後
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
分
野

目
的
が
、
人
権
文
化
を
世
界
中
に
構
築
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
わ

け
だ
か
ら
、
宗
教
者
の
協
力
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
現
は
困
難
で

あ
る
。

け
れ
ど
も
、
オ
ウ
ム
事
件
や
宗
教
関
係
者
に
よ
る
人
権
侵
害
事

件
が
相
次
い
で
い
る
状
況
を
見
た
と
き
、
宗
教
関
係
者
の
中
で
の

人
権
教
育
の
推
進
が
今
曰
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
各
級
議
員
の
中
で
の
人
権
教
育
の
推
進
も
、
き
わ
め

て
重
要
で
あ
る
。
国
連
事
務
総
長
が
提
起
し
た
行
動
計
画
の
中
で

は
、
議
員
の
中
で
の
人
権
教
育
の
推
進
の
必
要
性
は
重
要
視
さ
れ

て
い
る
が
、
曰
本
政
府
の
行
動
計
画
や
、
各
地
方
自
治
体
の
行
動

計
画
で
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
和
歌
山
県
の
行
動
計

画
で
は
、
議
員
の
中
で
の
人
権
教
育
の
推
進
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
）
。法
律
を
制
定
し
た
り
、
予
算
を
決
定
し
た
り
す
る
権
限
を
議
員

が
も
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
議
員
の
中
で
の
人
権
教
育
の
推
進

と
、
議
員
の
人
権
教
育
に
つ
い
て
の
理
解
の
浸
透
は
、
決
定
的
な

重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
点
で
は
、
国
会
議
員
の

中
で
「
二
一
世
紀
人
権
政
策
勉
強
会
」
が
組
織
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
活
動
を
活
性
化
す
る
と
と
も
に
、
昨
年
一
二
月
、
大
阪
で
結

成
さ
れ
た
自
治
体
レ
ベ
ル
の
議
員
に
よ
る
「
大
阪
人
権
議
員
フ
ォ

ー
ラ
ム
」
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
全
国
的
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
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第
四
に
、
裁
判
官
の
中
で
の
人
権
教
育
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
点
も
、
国
連
の
事
務
総
長
が
提
起
し
た
行
動
計
画
の

中
で
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
曰
本
の
国
内
行
動
計
画
で
は
欠
落

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
人
権
侵
害
を
救
済
す
る
た
め
の
最
後
の
方

策
が
裁
判
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
裁
判
官
が
、
国
際
人
権
を

含
む
人
権
を
し
っ
か
り
と
理
解
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ

と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
国
際
人
権
を
理
解
し
た
裁
判
官
が
少
な

い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」

に
ち
な
ん
だ
系
統
的
な
取
り
組
み
が
、
裁
判
官
の
中
で
も
実
施
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

第
五
に
、
被
差
別
者
の
中
で
の
人
権
教
育
の
推
進
が
必
要
で
あ

る
。
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
は
、
な
に
よ
り
も
、
国
や
地
方
自
治

体
に
よ
る
し
っ
か
り
と
し
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
国
や
地
方
自
治
体
の
取
り
組

み
を
活
用
し
て
、
被
差
別
者
を
は
じ
め
と
し
た
市
民
自
身
が
、
人

権
に
目
覚
め
、
自
ら
の
自
己
実
現
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り

エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
し
て
い
く
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
和
泉
支
部
は
、

支
部
と
し
て
の
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に
連
動
し
た
行
動
計
画

を
策
定
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
各
方
面
で
強
め
て

（
Ⅳ
）
 

い
く
必
要
が
あ
る
。

求
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
国
レ
ベ
ル
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
、
企
業
、
学
校
な
ど

で
の
取
り
組
み
の
成
果
と
課
題
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
取
り

組
み
が
開
始
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
日
本
教
職
員
組
合
、
部
落

解
放
同
盟
、
全
国
同
和
教
育
研
究
協
議
会
、
全
国
隣
保
館
連
絡
協

議
会
、
反
差
別
国
際
運
動
曰
本
委
員
会
、
世
界
人
権
宣
言
大
阪
連

絡
会
議
な
ど
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の
推

進
を
求
め
た
粘
り
強
い
運
動
の
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
を
最
後
に
強

調
し
て
お
き
た
い
。
上
記
に
提
起
し
た
今
後
の
課
題
を
実
現
し
て

い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
民
間
団
体
の
一
層
の
奮
闘
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

と
く
に
、
二
○
○
○
年
は
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
の
中
間
年
、

国
連
を
は
じ
め
各
方
面
で
、
行
動
計
画
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
年

で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
、
民
間
団
体
や
地
方
自
治
体
が
連
携
し
て
、

前
期
五
ヵ
年
を
総
括
し
、
後
期
五
ヵ
年
の
方
向
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
た
め
の
都
府
県
レ
ベ
ル
の
集
会
、
さ
ら
に
は
全
国
的
な
レ
ベ

ル
の
集
会
を
企
画
す
る
こ
と
も
有
意
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
こ
の
集
会
で
、
国
連
や
国
の
レ
ベ
ル
で
、
後
期
五
ヵ
年
に

取
り
組
む
必
要
性
の
あ
る
事
項
を
提
言
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で

あ
る
。

お
わ
り
に
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二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
た
内
外
の
人
権
状
況
を
み
た
と
き
、

引
き
続
き
深
刻
な
状
況
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
世
界
の
人
権
状
況
を
み
た
と
き
、
ロ
シ
ア
で
は
チ
ェ
チ
ェ
ン

に
対
す
る
ロ
シ
ア
軍
の
爆
撃
が
行
わ
れ
て
い
る
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
は
宗
教
的
な
対
立
が
激
化
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
曰
本
の

人
権
状
況
を
み
て
も
、
通
り
魔
殺
人
事
件
、
保
険
金
目
当
て
の
殺

人
事
件
な
ど
「
人
の
命
を
軽
視
す
る
傾
向
」
が
相
次
い
で
い
る
し
、

畝
一
一
一
曰
察
官
や
裁
判
官
な
ど
人
権
に
関
わ
り
の
深
い
特
定
職
業
従
事
者

（
脂
）

に
よ
る
不
祥
事
が
多
発
し
て
い
る
。

一
昨
年
二
月
、
国
連
規
約
人
権
委
員
会
は
、
曰
本
政
府
が
提

出
し
た
同
規
約
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
第
四
回
報
告
書
に
対
し

て
審
査
を
行
い
、
数
多
く
の
是
正
勧
告
を
盛
り
込
ん
だ
最
終
見
解

を
発
表
し
た
。
こ
れ
ら
を
国
内
で
確
実
に
履
行
し
て
い
く
こ
と
が

．
（
四
）

求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
外
の
人
権
状
況
を
直
視
し
た
と
き
、
「
人
権
教
育

一
○
年
」
に
取
り
組
む
意
義
は
極
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
お

り
し
も
、
本
年
は
、
二
○
世
紀
最
後
の
年
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
人

権
教
育
の
一
○
年
」
の
後
期
五
ヵ
年
が
ス
タ
ー
ト
す
る
年
で
も
あ

る
。
さ
ら
に
、
本
年
は
、
平
和
と
非
暴
力
の
実
現
を
め
ざ
し
て
ユ

ネ
ス
コ
が
提
唱
し
国
連
総
会
で
定
め
ら
れ
た
「
平
和
の
文
化
国
際

（
卯
）

年
」
に
あ
た
る
。

こ
の
年
に
、
国
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
、
す
べ
て

の
企
業
や
学
校
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
、
宗
教
関
係
者
、
議
員
、

裁
判
官
、
被
差
別
者
の
中
な
ど
で
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
が
本

格
的
に
取
り
組
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
権
文
化
を
世
界

中
に
構
築
し
、
平
和
で
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
一
二
世
紀
を
創
造
し

て
い
く
う
え
で
、
曰
本
の
名
誉
あ
る
国
際
貢
献
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

｡､ 

)王

（
１
）
「
大
阪
宣
言
」
を
含
む
、
こ
の
会
議
の
報
告
書
は
、
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口

五
○
周
年
記
念
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
教
育
国
際
会
議
大
阪
実
行

委
員
会
よ
り
『
二
一
世
紀
に
向
け
た
人
権
教
育
の
挑
戦
」
（
九
九
年

一
月
）
と
題
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
「
人
権
と
民
主
主
義
の
た
め
の
教
育
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
」

の
全
文
は
、
『
国
連
人
権
教
育
の
一
○
年
（
一
九
九
五
～
二
○
○
四
）

ｌ
人
権
文
化
を
世
界
中
に
築
く
た
め
に
Ｉ
罠
社
団
法
人
部
落
解
放

研
究
所
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に
関
す
る
国
連
決
議
と
事
務
総
長
が
と

り
ま
と
め
た
行
動
計
画
の
曰
本
語
訳
は
、
同
上
冊
子
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。

（
４
）
国
連
の
取
り
組
み
は
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
耳
管
へ
ヘ
ミ
ミ
ニ
・
ニ
ロ
ロ
．
。
こ
）
の
中
の
出
口
三
三
四
胴
亘
の

両
。
こ
＆
は
。
ご
心
Ｆ
の
ｍ
の
ｏ
ｐ
ｍ
ｏ
Ｈ
ｐ
ｍ
の
》
、
四
口
ｎ
百
【
。
【
三
日
】
。
ご
丙
一
コ
〕
○
・
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←
ｚ
・
ぐ
』
①
房
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
曰
本
語
訳
は
、
世
界
人

権
宣
一
一
一
一
口
大
阪
連
絡
会
議
な
ど
の
出
版
に
よ
る
『
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
五

一
周
年
大
阪
集
会
・
討
議
資
料
』
（
九
九
年
一
二
月
）
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。

（
５
）
「
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
っ
て
な
に
？
第
三
版
」
の
英
語
版
の
原
題
は
、

出
口
ご
邑
閃
侭
亘
の
函
ｐ
こ
の
畳
○
口
の
二
Ｑ
シ
ロ
の
三
の
円
の
目
巨
ａ
の
Ｑ
三
○
口

で
、
著
者
は
レ
ア
・
レ
ビ
ン
、
挿
し
絵
は
プ
ラ
ン
チ
ュ
、
ユ
ネ
ス
コ

か
ら
一
九
九
六
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
曰
本
語
版
は
、
九
九
年
一

二
月
、
平
沢
安
政
訳
、
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
編
、
解
放
出
版
社

発
行
。
国
際
人
権
に
関
す
る
格
好
の
入
門
書
で
あ
る
。
「
平
和
・
人

権
・
民
主
主
義
教
育
に
関
す
る
総
合
的
行
動
要
項
」
の
曰
本
語
訳

は
、
『
平
和
・
人
権
・
環
境
教
育
国
際
資
料
集
』
（
九
八
年
二
月
青

木
書
店
）
所
収
。

（
６
）
ア
ジ
ア
の
学
校
で
の
人
権
教
育
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
は
、

国
際
人
権
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
６
『
ア
ジ
ア
の
学
校
の
人
権
教
育
』
（
ヒ

ュ
ー
ラ
イ
ッ
大
阪
編
集
・
発
行
、
九
九
年
七
月
）
を
参
照
。

（
７
）
各
国
の
取
り
組
み
は
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
参
照
。

（
８
）
国
連
な
ら
び
に
各
国
の
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に
対
す
る
取
り
組

み
を
強
化
す
る
た
め
の
提
言
と
し
て
は
、
反
差
別
国
際
運
動
（
Ｉ
Ｍ

Ａ
Ｄ
Ｒ
）
が
、
九
九
年
八
月
国
連
人
権
小
委
員
会
で
行
っ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
、
世
界
人
権
宣
言
大
阪
連
絡
会
議
な
ど
の
出
版
、

『
世
界
人
権
宣
言
五
一
周
年
大
阪
集
会
・
討
議
資
料
」
所
収
。

（
９
）
曰
本
政
府
の
行
動
計
画
は
、
反
差
別
国
際
運
動
日
本
委
員
会
編
集

発
行
、
『
現
代
世
界
と
人
権
ｕ
』
二
九
九
八
年
六
月
）
所
収
。

（
、
）
「
人
権
教
育
の
一
○
年
」
に
関
す
る
日
本
政
府
の
予
算
は
、
世
界
人

権
宣
一
一
一
一
口
大
阪
連
絡
会
議
な
ど
の
出
版
に
よ
る
『
世
界
人
権
宣
言
五

一
周
年
大
阪
集
会
。
討
議
資
料
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
既
存
の

人
権
教
育
に
関
係
す
る
予
算
を
単
に
と
り
ま
と
め
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
。

（
、
）
人
権
擁
護
推
進
審
議
会
答
申
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人
権

擁
護
推
進
審
議
会
の
「
教
育
・
啓
発
答
申
」
の
問
題
点
と
今
後
の
課

題
」
（
『
解
放
教
育
」
一
九
九
九
年
二
月
号
）
を
参
照
。

（
Ⅲ
）
国
内
行
動
計
画
の
重
要
性
や
そ
の
中
に
盛
り
込
む
必
要
の
あ
る
事

項
な
ど
に
つ
い
て
は
、
国
連
事
務
総
長
報
告
の
付
録
と
し
て
示
さ

れ
た
「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
内
行
動
計
画
」
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

参
照
の
こ
と
。
日
本
語
訳
は
、
反
差
別
国
際
運
動
曰
本
委
員
会
編
集

発
行
の
『
現
代
世
界
と
人
権
、
』
所
収
。

（
Ⅲ
）
奈
良
県
の
行
動
計
画
に
つ
い
て
は
、
。
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連

一
○
年
」
奈
良
県
行
動
計
画
』
と
し
て
、
奈
良
県
生
活
環
境
部
県
民

生
活
課
よ
り
九
八
年
三
月
、
冊
子
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

口
）
部
落
差
別
撤
廃
・
人
権
擁
護
条
例
な
ど
の
採
択
状
況
に
つ
い
て
は
、

世
界
人
権
宣
言
大
阪
連
絡
会
議
な
ど
の
出
版
、
『
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
五

一
周
年
大
阪
集
会
・
討
議
資
料
』
所
収
。
な
お
、
大
阪
府
、
三
重
県
、
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滋
賀
県
内
で
制
定
さ
れ
た
条
例
に
つ
い
て
は
、
部
落
解
放
。
人
権
研

究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
）
（
亘
冒
へ
へ
び
］
ロ
ヨ
・

○Ｈ㈹）

（
巧
）
九
八
年
六
月
発
覚
し
た
「
差
別
身
元
調
査
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
部

落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
発
行
の
『
差
別
身
元
調
査
事
件
あ

な
た
も
調
べ
ら
れ
て
い
る
』
（
九
九
年
一
二
月
）
や
東
京
都
連
発
行

の
『
何
を
調
べ
よ
う
と
い
う
の
か
？
差
別
身
元
調
査
事
件
の
真

相
」
（
九
九
年
二
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
企
業
と
「
人
権

教
育
の
一
○
年
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
人
権
の
一
二
世
紀

と
企
業
」
（
同
和
問
題
研
修
の
手
ぴ
き
・
第
一
六
集
、
大
阪
企
業
同

（
蛆
）
た
と
え
ば
、
九
九
年
一
○
月
、
タ
ク
シ
ー
の
乗
務
員
に
関
わ
っ
た
事

件
の
判
決
文
の
中
で
、
京
都
地
裁
の
裁
判
官
は
、
。
般
論
で
い
え

ば
、
タ
ク
シ
ー
の
乗
務
員
に
は
雲
助
ま
が
い
の
も
の
が
、
ま
ま
見
受

（
Ⅳ
）
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
和
泉
支
部
に
よ
る
「
人
権
教
育
の

一
○
年
」
に
関
す
る
行
動
計
画
は
、
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
大
阪
連
絡
会
議

な
ど
の
出
版
、
『
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
五
一
周
年
大
阪
集
会
。
討
議
資
料
』

（
刑
）
九
九
年
一
○
月
、
静
岡
県
浜
松
市
の
宝
石
店
関
係
者
が
、
ブ
ラ
ジ
ル

人
女
性
を
店
か
ら
追
い
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
人
種
差
別
撤
廃

条
約
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た

と
企
業
」
（
同
和
問
題
研
修
の
手
ぴ
き
・
第
一
六
集
、

和
問
題
推
進
連
絡
協
議
会
発
行
、
九
九
年
一
二
月
）

所
収 判決
が
、
静
岡
地
裁
浜
松
支
部
で
示
さ
れ
た
。

０ 

が
あ
る
。

追
記
》
な
お
、
本
稿
は
、
昨
年
一
二
月
一
○
日
、
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
五
一
周

年
記
念
大
阪
集
会
で
筆
者
が
行
っ
た
基
調
提
案
を
も
と
に
、
大
幅

に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

け
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
タ
ク
シ
ー
乗
務
員
の

労
働
組
合
を
は
じ
め
関
係
方
面
か
ら
、
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
で
あ

る
と
し
て
強
い
抗
議
の
意
志
が
示
さ
れ
て
い
る
。

西
）
自
由
権
規
約
に
関
す
る
曰
本
政
府
の
第
四
回
政
府
報
告
書
に
関
す

る
規
約
人
権
委
員
会
の
最
終
所
見
を
含
む
詳
し
い
審
議
内
容
に
つ

い
て
は
、
曰
本
弁
護
士
連
合
会
編
『
日
本
の
人
権
一
二
世
紀
へ
の

課
題
」
（
現
代
人
文
社
九
九
年
五
月
）
を
参
照
。

（
別
）
「
平
和
の
文
化
国
際
年
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
は
、
世
界
人
権

宣
一
一
一
一
口
大
阪
連
絡
会
議
な
ど
の
出
版
、
『
世
界
人
権
宣
言
五
一
周
年
大

阪
集
会
・
討
議
資
料
』
所
収
。
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(資料①）

「人材教育のための国連10年」にかかわる各都道府県の取り組み状況

1999年９月現在

(人権教育のための国連10年推進本部調べをもとに作成）

都道府県名 推進本部設置状況 ｢行動計画」策定状況

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

東 京 1998年１１月東京都人権施策推進本部 1999年度中に「人権施策推進指針（仮称)」を策定予定

埼玉

群馬 1999年５月「人権教育のための国連1()年」群馬県推進本部 1999年度中に策定予定

栃木 1998年11月「人権教育のための国連10年」栃木県連絡会議

茨城 1998年度着手1999年度以降策定予定

千葉 1998年６月｢人権教育のための国連l()年」「葉県連絡協議会

神奈１１’ 1992年６月「神奈１１１県人権施策推進会議」 1998年３月「神奈１１１県人権教育推進指針」改訂

山梨

長野 1997年１０月「長野県人権教育のための国連10年推進本部」 1999年３月「人権教育のための国連10年長野県行動計画」策定

新潟

福島

静岡 1998年５月「静岡県人権教育のための国連10年推進
本部」

1999年３月「人権教育のための国連1()年」静岡県行

動計画（ふじの<に人権文化創造プラン）策定

愛知 設置予定 行動計画の策定について検討中

岐阜 1998年５月「岐阜県人権啓発活動連絡協議会」 1999年６月｢岐阜県における人権啓発(教育)の現状と啓発の視点」

三重 1996年12月「三重県人権教育のための国連10年推進本部」 1999年３月「人権教育のための国連10年三重県行動計画」策定

富山 1999年８月人権教育国連10年富山県行動計画連絡会議 1999年度中に策定予定

石１１１ 1999年度中に策定予定

福井 1999年度中に策定予定

滋賀 1997年７月「滋賀県人権教育のための国連l()年推進本部」 1998年７月「人権教育のための国連l()年滋賀県行動計画」策定
､－，・

泉 都 1999年３月｢人権教育のための国連l()年|京都府行動計画推進本部 1999年３月「人権教育のための国連10年京都府行動計画｣策定

奈良 1998年５月「人権教育のための国連10年」奈良県推進本部 1998年３月「人権教育0)ための国連10年｣奈良県行動計画策定

和歌山 1997年12月｢人権教育のための国連l()年｣和歌山県推進本部 1998年８月「人権教育のための国連10年｣和歌山県行動計画策定

大阪 1996年２月「大阪府人権教育のための国連10年推進本部」 1997年３月「人権教育のための国連10年大阪府行動計画］策定

兵庫 1999年７月兵庫県人権施策推進会議 1999年度中に「総合推進指針」を策定予定

岡 策定作業中

広島 1998年８月人権教育推進ワーキンググループ

山１］

鳥取 1998年３月「鳥取県人権教育のための国連１０年推進本部」 1998年２月「人権教育のための国連10年鳥取県行動計画」策定

島根 1998年８月島根県人権施策推進会議 1999年度着手2000年度策定予定

徳島 1997年１２月「徳島県人権教育のための国連１０年推進本部」 1999年３月「人権教育のための国連10年｣徳島県行動計画策定

香川 1998年３月「香111県人権教育のための国連10年推進本部」 1999年３月「人権教育のための国連10年｣香111県行動計画策定

高知 1998年７月国連人権教育高知県推進委員会設置 1998年７月「人権教育のための国連10年」高知県行動計画策定

愛媛 1999年４月「人権教育のための国連10年」愛媛県推進本部 2000年３月策定予定

福岡 1997年３月「福岡県人権教育のための国連10年推進本部」 1998年５月「人権教育のための国連l(１年福岡県行動計画ｊ策定

大分 1997年10月「人権教育のための国連10年」大分県推進本部 1998年３月「人権教育のための国連10年]大分県行動計画策定

長崎 1998年１月「人権教育のための国連１０年」長崎県推進本部 1999年５月「人権教育のための国連10年j長崎県行動計画策定

佐賀 1997年12月「人権教育のための国連10年」佐賀県推
進本部

1999年３月佐賀県人権教育･啓発基本方針（｢人権

教育のための国連10年」佐賀県行動計画）策定

熊本 1997年１０月「熊本県人権教育のための国連l()年推進本部」 1999年１月「人権教育のための国連l()年｣熊本県行動計画策定

宮崎 1997年12月「人権教育のための国連l()年」宮崎県推進本部 1999年２月「人権教育のための国連10年」宮崎県行動計illii策定

鹿児島 1997年12月「鹿児島県人権教育のための国連】()年推進本部」 1999年３月｢人権教育のための国連】0年｣鹿児島県行動計画

沖縄

合計 設満３０.設置予定１ 策定１９．策定予定及び作業中11



２７「人権教育のための国連１０年」前期５ヵ年の総括と後期５ヵ年の課題

（資料②）

大阪における「人権教育のための国連10年」推進本部の設置、行動計画の策定＜
人権擁護に関する条例の制定状況
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市町村名 人権教育10年推進本部 同行動計画 人権擁護に関する条例

(1999年１０月現在） (1999年１０月現在） (1999年８月現在）

大阪府 1９９６．２．７ 1９９７．３ １９９８．１１．１ 

大阪市 1９９６．４．１ 1９９７．８．５ 

池田市 9７．６．１６ 1９９７．７．１ 

和泉市 人権擁護施策推進本部で対応。 1９９９．２．４ １９９７．８．１ 

泉大津市 １９９７．１１．５ 1９９４１２．２１ 

泉佐野市 １９９６８．］ 

人権対策本部内に１０年推進委員会を設置。

1９９８．４．１６ １９９３．１２．１ 

茨木市 1９９７．５．１ 1９９８．１１．１３ 1９９８．１２．２４ 

大I坂狭ｌｊｌ市 1９９７．１０．１ 

貝塚市 1９９７．６．２３ 1９９８．７－７ 1９９４．１２．１ 

柏原市 １９９７．１２．２ 

一巾野一父 1９９７．１２．１ １９９９．４．１ 

門真市 1９９８．１．２７ １９９９．４．２７ 

河内長野市 1997.1110 

岸和田市 1９９８．３．１５ 

堺市 1９９７．１．１ １９９８．８．３ 

四条畷市 １９９８．Ｌ７ 

吹田市 1997.10.13 １９９９．４ 

摂津市 １９９７．５．６ １９９８．６．８ 1９９７．４．１ 

泉南市 １９９８．２．２５ 1９９５．６．１ 

大東市 1９９７．４．１ 1９９９３．３１ 

高石市 １９９８．１．１ 1９９８．８．１ 

高槻市 人権擁護推進本部で対応。 1９９９３２６ 

豊中市 １９９７．２．１ 1９９９．４．１ 

富田林市 1997.10.30 1９９９．６ 

寝屋川市 1997.7.14 

羽曳野市 1９９７．２．１ 

阪南市 1９９８．３．１ 1９９９．３１１ 1９９４．４１ 

東大阪市 １９９７．１２．１０ 

枚方市 人権擁護推進本部で対応。 1９９９．４ 

藤井寺市 1997.11.5 

松原市 １９９８．４１ 

箕面市 人権啓発推進本部会議で対応。

守口市 1９９８．１．３０ 

八尾市 1９９７．７．４ 1９９９．２ 

河南町 1９９７．１２．２５ 

熊取町 1９９７．１２．１０ 1９９９３．３０ 1９９５．６．１ 

島本町 1９９７．５．３０ 1９９８．１２．２ 1９８５．３．２０ 

太子町 １９９７．１０．１ 1９９９．３．３１ 

田尻町 1998.15 １９９９．３．３１ 1９９５．４１ 

忠岡町 1997.12.10 1９９９．３ 1９９６．１．１ 

豊能町 １９９７．６．１ 1９９８．３ 1９９８１．１ 

能勢町 1９９７．８．４ 1９９６．４．１ 

岬町 1９９８．２．４ 1９９４１２．１ 

美原町 １９９７．１０．１４ 

千早赤阪村 1９９７．１０．２２ 

合計 28市10町ｌ村 １６市６町 １１市７町




